
光市公告第２０号 

 条件付き一般競争入札を行うため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の６第１項の規定により、下記のとおり公告する。 

  令和８年５月１１日 

 

 

光市長 芳 岡   統 

 

記 

 

１ 業務名 

松中住宅建替工事基本・実施設計業務 

 

２ 業務場所 

  光市室積六丁目５番 

 

３ 業務内容 

基本・実施設計業務  一式 

 

４ 履行期間 

契約締結日から令和１０年３月３１日（金）まで 

 

５ 入札参加資格 

次のいずれにも該当すること。 

(１) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

(２) この公告の日において、令和８年度光市建設工事等競争入札参加資格

者名簿の「建築士」に登録されており、本社、営業所等を光市に有してい



ること又は本社を下松市若しくは周南市に有していること。 

(３) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても、光市建

設工事等の契約に係る指名停止等措置要綱（平成１６年光市告示第１６号）

に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。 

(４) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても、光市建

設工事等の契約に係る指名停止等措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し

ないこと。 

(５) 元請負人として、延床面積１，０００平方メートル以上の新築の鉄骨

造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物を設計した

実績があること。ただし、公告日の前日までに完了しているものに限る。

なお、建築物とは建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号

によるものをいう。 

 

６ 申請方法 

(１) ７に掲げる書類を、光市入札監理課（〒７４３－８５０１ 光市中央

六丁目１番１号）に提出すること。 

(２) 申請書の様式は、光市入札監理課のホームページからダウンロードす

ること。 

(３) ＦＡＸ及び郵送での提出は不可とする。 

(４) 申請書及び実績等の審査後、入札参加資格の有無については、別途

「一般競争入札参加資格確認通知書」で令和８年５月２６日（火）にＦＡ

Ｘで通知する。 

 

７ 申請書類 

(１) 一般競争入札参加資格確認申請書 

(２) ５の(５)に規定する実績の概要が確認できる資料（テクリス等）及び

契約書の写し又は業務等発注証明書 



８ 申請書類提出期限 

(１) 令和８年５月２２日（金）午後５時１５分までとする。 

(２) 入札参加資格確認申請に係る提出書類の訂正及び差替えは、申請書類

提出期限後はできない。 

 

９ 設計図書の入手方法 

設計図書は、光市入札監理課のホームページからダウンロードすること。 

 

１０ 質問の方法 

(１) 本契約及び入札に関する質問は、ＦＡＸによる質問書の提出による。 

ＦＡＸ番号 ０８３３－７２－６１６６（光市入札監理課） 

(２) 質問書の提出期限は、令和８年５月２９日（金）正午までとする。 

(３) 質問の回答は、令和８年６月１日（月）までに、光市入札監理課のホ

ームページに掲載する。 

 

１１ 入札日時及び場所 

(１) 入札日時 令和８年６月２日（火） 午前９時２０分 

(２) 入札場所 光市役所３階大会議室１号室 

 

１２ 入札保証金 

免除 

 

１３ 入札に関する事項 

(１) 入札書の記載 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００

分の１０に相当する額（その額に１円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。）を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は



見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

(２) 入札の執行 

ア 郵送での入札書の提出は認めない。 

イ 入札書の提出は、入札書を入札箱に入れることにより行う。入札箱に

投函後の書換え、引換え、撤回等はできない。 

ウ 本入札では予定価格を定めており、入札書の金額が予定価格の制限の

範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、

最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。なお、開札の結

果、落札者となるべき者が２人以上いる場合は、くじで落札者を決定す

る。 

エ 入札の回数は、３回までとする。１回目で落札した場合は１回で終了

する。この１回目の入札に参加しなかった者は、再度の入札には参加で

きない。 

オ 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により、随意契

約を締結することができるときは、エによる最低入札価格と予定価格と

の差が６パーセントの範囲内のときとする。 

カ 入札の無効は、光市財務規則（平成１６年光市規則第４７号）及び光

市建設工事等一般競争入札実施要綱（平成２０年光市告示第７５号）の

例による。 

(３) その他 

ア (１)及び(２)に掲げるもののほか、入札及び契約に関する事項は、光

市財務規則、光市建設工事等一般競争入札実施要綱、光市測量・建設コ

ンサルタント等業務最低制限価格制度に関する取扱要綱（令和６年光市

告示第５３号）及び光市建設工事等競争入札心得の例による。 

イ 落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加資格の制限又は指

名停止等の措置を受けた場合は、契約を締結しない。 


